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   大田原市営野崎駅西口自転車駐輪場条例の一部を改正する条例の制定について 

 大田原市営野崎駅西口自転車駐輪場条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 
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大田原市営野崎駅西口自転車駐輪場条例の一部を改正する条例 

大田原市営野崎駅西口自転車駐輪場条例（平成２０年条例第３７号）の一部を次のよう

に改正する。 

題名中「野崎駅西口」を削る。 

第１条中「野崎駅西口」を削り、「自転車駐輪場」の次に「（以下「駐輪場」という。 

）」を加える。 

第２条の表に次のように加える。 

大田原市営中央自転車駐輪場 大田原市中央１丁目７番１４号 

第３条中「大田原市営野崎駅西口自転車駐輪場（以下「駐輪場」という。）」を「駐輪

場」に改める。 

附 則 

この条例は、平成２７年２月１日から施行する。 

 


